
■お問い合わせ先
   一般社団法人埼玉県中小企業診断協会 （委託者 さいたま市）
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-21 三協ビル5F
TEL：048-762-3778 MAIL : kaigoshogu@sai-smeca.org

処遇改善加算の取得にお困りの
介護保険サービス事業者様へ

相談
無料

お申込は
裏面へ

介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業

• 処遇改善加算の詳しい内容を知りたい
• 加算を取得したい、さらに上位の加算を取得したい など

社会保険労務士が個別に派遣相談に応じます。
（最大2回まで無料）

さいたま市委託事業

介護職員のキャリアパス作成を支援してほしい

処遇改善加算に向けて就業規則や賃金規程のアドバイスをしてほしい

計画書の作成方法がわからない

生産性向上に向けてアドバイスしてほしい

人材確保のため従業員の給与をアップしたい

キャリアパス要件を満たす、自社に合った取り組みをアドバイスしてほしい

さいたま市PRキャラクター
『つなが竜ヌゥ』



FAX：048-762-3501
（一社）埼玉県中小企業診断協会 事務局宛

https://forms.gle/FHi2mp64MDy6KKtc8

申込書（FAX申込の方はこちらをお使いください）

令和7年11月

申込日：令和 年 月 日

＜webでのお申込みはこちら＞

法人名

事業所名

所在地

〒 ー

（住所）

ご担当者 （役職） （氏名）

ご連絡先

（電話） （FAX）

（メール） ＠

サービス種別

処遇改善加算等
取得状況

なし ・ Ⅳ ・ Ⅲ

ご相談希望時期
・時間帯

① （ ）月 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 頃

② 午前 ・ 午後

③ご都合の悪い曜日がございましたらお知らせください
⇒ 月 火 水 木 金 土 日

※具体的な日程については、こちらからご連絡の上、調整させていただきます。

ご相談内容

※当申込書に記載された内容については、さいたま市のさいたま市個人情報保護法施行条例に従い厳重に管理し、職員及び当協会
所属の専門家による日程調整、内容確認、さいたま市への事業活動に関するデータ提供のみに使用し、上記目的以外の目的で使用
しません。

さいたま市介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業

無料相談申込書
【相談内容】処遇改善加算等取得に係ること
【派遣期間及び回数】令和7年10月～令和8年3月31日迄（１事業所最大２回まで／１回あたり２時間上限）

本事業は、さいたま市介護保険課より委託され、埼玉県中小企業診断協会が実施しています。
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